
提

出

者

照

屋

寛

徳

平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

四

七

号

下
地
島
空
港
の
軍
事
利
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

47



下
地
島
空
港
の
軍
事
利
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
四
日
、
下
地
島
空
港
に
関
す
る
質
問
主
意
書
（
以
下
、
下
地
島
空
港
質
問
主
意
書
と
い
う
。
）

を
提
出
し
た
。
私
が
提
出
し
た
下
地
島
空
港
質
問
主
意
書
に
対
し
、
同
年
同
月
十
二
日
、
内
閣
総
理
大
臣
小
泉
純
一
郎
か
ら
答

弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
一
第
三
三
号
）
を
受
領
し
た
。

下
地
島
空
港
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
に
よ
る
と
、
政
府
は
下
地
島
空
港
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
「
屋
良
確
認
書
」
の
存

在
を
認
め
る
も
、
下
地
島
空
港
の
利
用
に
つ
い
て
は
「
パ
イ
ロ
ッ
ト
訓
練
及
び
民
間
航
空
以
外
の
利
用
が
当
然
に
許
さ
れ
な
い

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
。
」
と
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。

そ
の
下
地
島
空
港
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
八
日
付
産
経
新
聞
朝
刊
は
、
「
政
府
は
十
七
日
、
沖
縄
県
宮
古
島
に

隣
接
す
る
民
間
の
下
地
島
空
港
（
伊
良
部
町
）
で
、
海
上
自
衛
隊
の
対
潜
ヘ
リ
や
対
潜
哨
戒
機
Ｐ
�
Ｃ
な
ど
自
衛
隊
に
よ
る
軍

民
共
用
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
に
着
手
し
た
。
」
と
報
じ
て
い
る
。

い
よ
い
よ
懸
念
し
て
い
た
下
地
島
空
港
の
軍
事
利
用
が
始
ま
る
な
、
と
深
い
憂
慮
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
政
府
が
「
屋
良
確

認
書
」
を
遵
守
し
、
下
地
島
空
港
を
米
軍
で
あ
れ
、
自
衛
隊
で
あ
れ
軍
事
利
用
す
る
こ
と
が
な
き
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ

る
。

一



よ
っ
て
以
下
、
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
私
が
平
成
十
六
年
十
一
月
四
日
に
提
出
し
た
下
地
島
空
港
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
に
お
い
て
次
の
よ
う

に
答
え
て
い
る
。

「
下
地
島
訓
練
飛
行
場
に
つ
い
て
、
千
九
百
七
十
一
年
八
月
十
三
日
付
通
海
七
〇
二
号
に
よ
り
、
当
時
の
琉
球
政
府
か
ら

照
会
が
あ
り
、
政
府
が
昭
和
四
十
六
年
八
月
十
七
日
付
沖
・
北
対
第
二
九
五
六
号
空
総
第
三
九
〇
号
に
よ
り
回
答
を
し
て
い

る
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。

当
該
回
答
は
、
当
時
、
下
地
島
訓
練
飛
行
場
が
琉
球
政
府
が
設
置
し
管
理
す
る
飛
行
場
と
な
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
使
用
方
法
は
管
理
者
で
あ
る
琉
球
政
府
が
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
趣
旨
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
」

政
府
の
答
弁
書
に
お
け
る
右
見
解
は
正
確
さ
を
欠
き
、
重
大
な
事
実
誤
認
、
「
屋
良
確
認
書
」
の
意
図
的
な
解
釈
変
更
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。

政
府
答
弁
書
が
指
摘
す
る
前
記
照
会
文
書
と
回
答
文
書
に
は
、
「
運
輸
省
と
し
て
は
、
同
訓
練
飛
行
場
に
民
間
航
空
訓
練

及
び
民
間
航
空
以
外
の
目
的
に
使
用
さ
れ
る
目
的
は
な
く
、
ま
た
民
間
航
空
訓
練
及
び
民
間
航
空
以
外
の
目
的
に
使
用
さ
せ

二



る
こ
と
を
管
理
者
で
あ
る
琉
球
政
府
（
復
帰
後
は
沖
縄
県
）
に
命
令
す
る
法
令
上
の
根
拠
を
有
し
な
い
。
」
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
政
府
回
答
は
、
下
地
島
空
港
を
米
軍
で
あ
れ
、
自
衛
隊
で
あ
れ
、
軍
事
利
用
目
的
に
使
用
し
な
い
こ
と
を
政

府
が
約
束
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
下
地
島
空
港
が
設
置
当
初
の
非
公
共
用
か
ら
第
三
種
空
港
に
変
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
、
下
地
島
空
港
が
「
パ
イ

ロ
ッ
ト
訓
練
及
び
民
間
航
空
以
外
の
利
用
が
当
然
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
。
」
と
の
見
解
に
な
っ

た
の
か
、
そ
れ
と
も
い
わ
ゆ
る
「
屋
良
確
認
書
」
の
効
力
に
お
い
て
、
「
パ
イ
ロ
ッ
ト
訓
練
及
び
民
間
航
空
以
外
の
利
用
が

当
然
に
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
」
の
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

政
府
は
、
下
地
島
空
港
を
海
上
自
衛
隊
の
対
潜
ヘ
リ
や
対
潜
哨
戒
機
Ｐ
�
Ｃ
な
ど
自
衛
隊
に
よ
る
軍
民
共
用
化
の
可
能
性

に
つ
い
て
検
討
に
着
手
し
た
の
か
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

政
府
は
、
下
地
島
空
港
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
「
屋
良
確
認
書
」
を
遵
守
し
、
下
地
島
空
港
を
米
軍
で
あ
れ
、
自
衛
隊
で
あ

れ
、
軍
事
利
用
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
が
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

下
地
島
空
港
は
、
第
三
種
空
港
で
あ
り
、
設
置
管
理
者
で
あ
る
沖
縄
県
が
同
意
・
承
認
し
な
い
限
り
、
米
軍
や
自
衛
隊
が

使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三



右
質
問
す
る
。

四


